
4 令和4年2月 ［市政はこだて］

  

申
告
受
付
会
場
の
開
設

　

申
告
期
限
は
3
月
15
日
ま
で
で
す
が
、
混

雑
緩
和
の
た
め
、
表
1
の
と
お
り
対
象
町
ご

と
に
申
告
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

　

こ
の
申
告
ま
た
は
税
務
署
へ
の
確
定
申
告

を
期
限
内
に
終
え
な
い
と
き
は
、
当
初
発
送

の
市
・
道
民
税
の
通
知
に
反
映
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
5
ペ
ー
ジ
下
欄

の
函
館
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

※　

申
告
の
判
断
基
準
は
市
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
の

　

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

https://w
w
w
.city.hakodate.hokkaido.

　

jp/docs/2020071500023/

※　

会
場
で
は
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
や

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
な
ど
の
対
策
の
ほ
か
、

収
入
の
区
分
に
よ
り
申
告
受
付
コ
ー
ナ
ー

を
分
け
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
ご
来
場
の
際
は
、
マ
ス
ク
の
着

用
等
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
　
発
熱
や
咳
な
ど
、
体
調
に
不
安
が
あ
る

場
合
は
来
場
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

※　

特
定
配
当
等
お
よ
び
特
定
株
式
等
譲
渡

所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
全
部
に
つ
い
て

申
告
不
要
制
度
を
利
用
す
る
場
合
に
、
確

定
申
告
書
の
提
出
の
み
で
申
告
手
続
が
完

結
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

  

郵
送
で
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　　

申
告
会
場
は
例
年
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
と

し
て
、
郵
送
で
の
申
告
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

　

令
和
4
年
度
個
人
市
・
道
民
税
の
申
告
書

は
、
市
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る

ほ
か
、
前
年
度
に
申
告
さ
れ
た
方
に
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
郵
送
で
の
申
告
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

  

申
告
時
に
必
要
な
も
の

⑴
源
泉
徴
収
票
、
営
業
・
不
動
産
収
入
の
あ

る
方
は
収
支
内
訳
書

※　

持
続
化
給
付
金
を
は
じ
め
と
す
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
給
付
金

等
に
つ
い
て
も
、
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⑵
令
和
3
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
国
民
年

金
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
支
払
額
の
わ

か
る
も
の
・
領
収
書

⑶
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
地
震

　

保
険
料
、
平
成
18
年
末
ま
で
に
締
結
し
た

　

長
期
損
害
保
険
料
の
控
除
証
明
書

⑷
障
害
者
手
帳
ま
た
は
市
が
発
行
す
る
障
害

　

者
控
除
対
象
者
認
定
書

⑸
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
医
療
費
の

領
収
書
と
次
の
4
点
を
記
載
し
た
明
細
書

　

①
受
診
者
②
病
院
・
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
等

③
医
療
費
の
区
分
（
内
容
）
ま
た
は
購
入

し
た
医
薬
品
の
名
称
④
支
払
っ
た
金
額
お

よ
び
補
て
ん
さ
れ
た
金
額

※　

明
細
書
は
事
前
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

※　

医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医
療

　

費
通
知
を
添
付
す
る
と
明
細
の
記
入
を
省

　

略
で
き
ま
す
。

※　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適

用
を
申
告
さ
れ
る
方
は
、
健
康
の
保
持
増

進
お
よ
び
疾
病
の
予
防
へ
の
一
定
の
取
組

を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

⑹
本
人
確
認
書
類

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
あ
た
り
、
次
の

①
〜
②
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
告

者
の
本
人
確
認
を
し
ま
す
。
な
お
、
扶
養

親
族
や
事
業
専
従
者
に
つ
い
て
は
、
本
人

確
認
書
類
は
不
要
で
す
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

①
個
人
番
号
カ
ー
ド

　

②
通
知
カ
ー
ド
も
し
く
は
個
人
番
号
が
記

　

載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
と
運
転
免
許
証
、

　

公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
、
年
金
手

　

帳
等
の
い
ず
れ
か
一
つ

  

申
告
な
ど
に
必
要
な
証
明
書
等
に
つ
い
て

　

申
請
方
法
等
の
詳
細
は
、
担
当
課
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交
付

　

障
害
者
手
帳
を
持
た
な
い
65
歳
以
上
の
方

で
、
認
知
症
ま
た
は
常
に
寝
た
き
り
（
6
か

月
以
上
臥
床
し
、
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る

状
態
）
の
場
合
に
、
所
得
税
・
住
民
税
の
障

害
者
控
除
の
た
め
の
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

担
当
課　
高
齢
福
祉
課

　
　
　
　

☎
21
・
3
0
2
5

要
介
護
認
定
者
の
お
む
つ
代
の

医
療
費
控
除
確
認
書

　

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が

2
年
目
以
降
で
、
現
在
介
護
保
険
の
要
介
護

認
定
を
受
け
、
認
定
時
の
主
治
医
意
見
書
か

ら
寝
た
き
り
等
が
確
認
で
き
る
方
に
確
認
書

を
発
行
し
ま
す
。

　

今
回
初
め
て
控
除
を
受
け
る
方
は
、
医
療

機
関
の
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。

担
当
課　
介
護
保
険
課

　
　
　
　

☎
21
・
3
0
2
9

個
人
市
・
道
民
税
の
申
告
受
付
に
関
す
る

お
問
合
せ

▽
本
庁
管
内
、
湯
川
・
亀
田
・
銭
亀
沢
支
所

管
内
の
方
は
、
税
務
室
市
民
税
担
当

　

☎
21
・
3
2
1
1
〜
3
2
1
3　

▽
東
部
4
支
所
管
内
の
方
は
、
各
支
所
の

市
民
福
祉
課
（
戸
井
☎
82
・
2
1
1
2
、

恵
山
☎
85
・
2
3
3
5
、
椴
法
華
☎
86
・

2
1
1
1
、
南
茅
部
☎
25
・
6
0
3
9
）

令
和
4
年
度
　
個
人
市
・
道
民
税
の
申
告
受
付
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5令和4年2月 ［市政はこだて］

期間　　2　月16日㈬～　3　月15日㈫の午前　9　時～午後　4　時
※　土曜・日曜・祝日等は閉庁のため受付なし。
確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です
　確定申告会場の混雑を回避するため、会場の入場に
は「入場整理券」が必要です。
入場整理券の配布方法
○当日会場で配布
入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願
いする場合があります。

○ＬＩＮＥでの事前発行
国税庁のＬＩＮＥ公式アカウントから来場希望日時
等を選択し、申込みください。
※　入場時に申込完了画面を提示してください。

■国税電子申告・納税システム
　（ｅ-Tax）をご利用ください　
　ご自宅から申告できる電子申告
（e-Tax）をご利用ください。 

お問合せ　函館税務署　☎31-3171

※　原則、指定日にご来場ください。発熱等で指定日に来場できない方は、税務室市民税担当および東部　4　支所市民福
祉課にお問合せください。なお、申告会場へのお問合せはご遠慮ください。
※　　2　月　2　日～　3　月15日までの期間は、市役所本庁舎　2　階の税務室窓口での申告受付は行っておりません。

表　1　　個人市・道民税申告会場一覧 　※公共交通機関での来場にご協力ください。

函館税務署からのお知らせ
税務署に確定申告会場を開設します

対象町名申告会場 時間月日月日

　2　/　2　㈬

　2　/　3　㈭

　2　/　4　㈮

　2　/　7　㈪

　2　/　8　㈫

　2　/　9　㈬

　2　/10㈭

　2　/14㈪

　2　/15㈫

　2　/16㈬

　2　/17㈭

　2　/18㈮

　2　/21㈪

　2　/22㈫

　2　/24㈭

　2　/25㈮

　2　/28㈪

　3　/　1　㈫

　3　/　2　㈬

　3　/　3　㈭

　3　/　4　㈮

　3　/　7　㈪

　3　/　8　㈫

　3　/　9　㈬

　3　/10㈭

　3　/11㈮

　3　/14㈪

　3　/15㈫

申告会場

市役所本庁舎
（　8　階大会議室）

亀田交流プラザ
（　1　階講堂）

市民会館
（展示室）

亀田交流プラザ
（　1　階講堂）

銭亀沢支所
（　2　階会議室）

市役所本庁舎
（　8　階大会議室）

市民会館
（展示室）

市役所本庁舎
（　8　階大会議室）

　9　時30分～11時45分
入舟、船見、弥生

青柳、東川

豊川、大手、栄、旭、松風

新川、上新川、海岸、大縄、
松川

港　3　、追分、亀田

富岡　1

中道　1　、中道　2

本通　3　、本通　4　、鍛治　1

陣川　2　、神山、神山　1　、
神山　2　、東山

美原　2

美原　3

亀田中野、北美原　1　、
北美原　2　、北美原　3

駒場、広野

湯浜、湯川　1

榎本、日吉　1

日吉　2

桔梗、桔梗　1　、桔梗　2

昭和　3　、昭和　4

根崎、志海苔、瀬戸川、赤坂

銭亀、新湊

石倉、古川、豊原、鶴野、
中野

千代台、堀川

上野

滝沢、見晴、鈴蘭丘、銅山、
鉄山、東畑、旭岡、西旭岡　1

山の手　2

的場、本

五稜郭、松陰

柏木、昭和

13時～15時30分
弁天、大、末広、元

谷地頭、住吉、宝来

東雲、大森、若松、千歳

万代、浅野、吉川、北浜、港　1　、
港　2

大川、田家、白鳥、八幡、宮前

富岡　2　、富岡　3

本通　1　、本通　2

鍛治　2　、陣川、陣川　1

神山　3　、東山　1

東山　2　、東山　3　、美原　1

美原　4　、美原　5

赤川、赤川　1　、石川

深堀

湯川　2　、湯川　3

戸倉、花園

日吉　3　、日吉　4

桔梗　3　、桔梗　4　、桔梗　5　、西桔梗

昭和　1　、昭和　2　、亀田本

高松

石崎、白石

中島、高盛、宇賀浦、日乃出

高丘、上湯川

西旭岡　2　、西旭岡　3　、鱒川、紅葉山、
庵原、亀尾、米原、蛾眉野

山の手　1　、山の手　3

時任、杉並、梁川、柳

人見、金堀、乃木、川原

亀田港

本
庁
・
湯
川
支
所
・
亀
田
支
所
・
銭
亀
沢
支
所
管
内

地
域

地
域

南
茅
部
支
所
管
内

椴
法
華
支
所
管
内

恵
山
支
所
管
内

戸
井
支
所
管
内

対象町名

原木、新二見

瀬田来、弁才、

泊、館、浜

釜谷、汐首

小安

豊浦、大澗

中浜、女那川、

川上

高岱、日ノ浜、

古武井

恵山、柏野、

御崎

日浦

恵山岬、元村、

富浦、島泊、

新恵山、絵紙山、

新八幡

新浜

銚子

古部

大船、双見、

岩戸

安浦

臼尻、豊崎

尾札部

木直

川汲

原木会館

戸井生涯学習センター

戸井西部総合センター

小安中央会館

尻岸内会館

女那川会館

コミュニティセンター

柏野会館

日浦会館

椴法華総合センター

古部会館

南かやべ漁協

大船支所

安浦会館

南かやべ漁協

臼尻支所

尾札部会館

木直会館

川汲会館

　9　：30～11：00

　9　：30～15：00

　9　：30～15：00

　9　：30～15：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～14：00

10：00～13：00

10：00～15：30

10：00～15：30

10：00～15：30

10：00～14：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～15：30

10：00～15：30

10：00～15：30

　2　/　7　㈪

　2　/　8　㈫

　2　/　9　㈬

　2　/10㈭

　2　/21㈪

　2　/22㈫

　2　/24㈭

　2　/25㈮

　2　/28㈪

　3　/　1　㈫

　2　/24㈭

　2　/25㈮

　2　/28㈪

　2　/14㈪

　2　/15㈫

　2　/16㈬

　2　/17㈭

　2　/18㈮

　2　/21㈪

　2　/22㈫
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